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新たな水田政策策定に向けての提言 

はじめに 

2024 年 8 月から 2025 年産の米が市況にでるまで続いた主食用米の供給不足は、長年にわたる減反政策

による生産調整によって脆弱な供給体制の下、複数の要因が重なり需給バランスを大きく崩す結果を招き

ました。その状況を背景とした集荷競争、概算金の高騰に伴う米価格の高騰、その混乱の中で現在進行中

の 2025 年産の在庫の積み上がりと投げ売りは、2026 年産の価格暴落を招きかねず、ただでさえ資材の高

騰などでコスト高に悩む生産現場の不安を増大させています。また、2025 年の日本における外国産米の民

間輸入量は、前年比約 95 倍の 9 万 6834 トンに急増しました。こういった一連の騒動は、二度と繰り返す

べきではありません。 

米は日本人の主食です。常に安定的に生産され適正な価格で国民に供給すべき食料であり、安定供給の

責任は国にあります。 

私たち 6 生協は米をはじめとする農畜産物、海産物を国内の生産者と提携し組合員に供給してきました。

特に米は主食であり年に 1 回の収穫食料です。組合員へ供給するために年間の数量予約を基本として取り

組んできました。安定生産、安定消費を実現するために産地・消費地での交流会を継続して実施し、また、

田植えや収穫での援農や子どもの体験イベントなどを通じ消費者の生産への理解を深めるとともに、生産

者との継続した対話を通じ、生産と消費をつなげることに力を注いできました。 

今回、抜本的な改定となる水田政策について、消費者の立場、また、長年にわたって生産者と直接、提

携関係を築いてきた立場から、提言します。 

１．食料安全保障：米の安定供給と自給率向上について 

① 人口減少が明らかである以上、主食用米需要の減少トレンドは避けられません。しかし、この数年間

で起こったことを教訓とするならば、気候の変動や地震、台風などの災害による生産量の変動は頻繁

に起こると認識すべきです。そのような事態を想定し、米は常に一定の生産量を確保していく必要が

あります。 

② 安定的に供給を確保するためには、備蓄米の強化とともに、今ある水田をフル活用することが必要で

す。主食用米に限らず、加工用米、飼料用米を効率よく、バランスを考えて生産する体系を作ること

が重要です。 

③ 特に、我が国の食料自給率を踏まえれば、畜産飼料の穀物自給は重要な取り組みと考えます。耕畜連

携を目指して生協が牽引してきた飼料用米の生産や飼料化を、飼料用途年間約 1,000 万トンの輸入ト



ウモロコシに代わる国産飼料として、今まで以上に積極的に位置付け、水田を維持しながら多面的機

能を発揮させるべきです。 

④ 今回の米不足から一転し主食用米の増産に舵を切れたのは、「活きた備蓄」である飼料用米の存在のお

かげでした。2022 年産に 80 万トンの生産があった飼料用米は、2025 年では 25 万トンに激減しまし

た。その多くは主食用米・加工用米への転換でした。水田を畑地化や耕作放棄地化せずに水田として

守ってきたことの成果です。 

⑤ 財務省が飼料用米への支援打ち切りを強く望む中、耕畜連携の重要性を打ち出し飼料用米の支援の継

続を打ち出した農林水産省の方針を強く支持します。しかし、同省が試算する年間 30～40 万トンの

生産量予測は、過去最低であった 2025 年産飼料用米の 25 万トンと同程度あり、これではあまりにも

少量すぎるため再考を求めます。また、継続して水田が守られるために水田活用直接支払い交付金（水

活）については、加工用米や飼料用米など主食用米以外の米生産も拡大するように、主食用米との所

得差が生じないよう支援の水準を望みます。 

⑥ 最後に、毎年ほぼ定量で輸入しているミニマム・アクセス米の行き先は、飼料用に 30～40 万ｔが仕

向けられています。この、他国から米を仕入れて飼料用に回すのであれば、水田フル活用による生産

者の所得向上につなげていただきたいと考えています。取り急ぎ、2025 年産で過剰となっている分は

飼料へ向ける、備蓄に回すなどし、流通の目詰まりを解消する施策を実行してください。 

２．継続できる生産と消費：所得補償と価格の安定化について 

① 2026 年 4 月 1 日施行の「食料システム法」に基づき、米のコスト指標（精米 5kg 当たり 2,816 円）

が公表されました。この指標は米の適正価格の形成に大きく一歩近づいたことだと評価します。 

② しかし、この指標は下限ではなく、自由競争の原則はそのままです。安定供給を続けるためには、作

り続けられる価格、食べ続けられる価格を実現することにつきます。今回の米価高騰の中でさえも事

業承継ができずに生産戸数は減り続けており、また、収入階層別購入量（総務省「家計調査」）を見れ

ば、特に低所得層は米の消費量が最も多く、価格高騰の打撃が大きいという問題が生じます｡消費者が

適正と思う 5 ㎏当たり米価は 2 千円台と、生産者が適正と思う 3 千円台と１千円程度乖離しており

（全国 18 紙と日本農業新聞による合同アンケート結果による）、このギャップを埋めるためには政府

による一定の財政出動（納税者負担）が必要です。 

③ 農家人口が、明確に減少することが見えている中で生産量の維持は基本政策です。生産量の維持・向

上には農家所得の維持、向上がなにより重要です。主食用米の需要が減少しても加工用米や飼料用米

の重要を高め需給のバランスをとることとともに、たとえそのバランスが崩れる場合であっても、生

産者への直接払いによる所得補償をおこなうことで生産を減少させず事業承継を可能にする経営を

実現することが必要です。併せて、大規模経営体のみでなく家族農業をはじめとする中小規模経営体

も含め、農村地域全体の持続可能性に資する施策が必要です。 

④ 一方で消費者へは、食料・農業・農村基本法で「…将来にわたって食料安全保障（良質な食料が合理

的な価格で安定的に供給され、かつ、国民一人一人がこれを入手できる状態をいう）の確保が図られ

なければならない。」とあるように、主食である米については 2024・2025 年産のような極端な価格高

騰が起きないような制度設計や備蓄米のより速やかな放出などを通じた価格安定への政府の政策調

整が必要です。また、生産者・消費者双方にとって安定的な供給・価格につながる播種前契約を、生

協をはじめ一部の需要者は実践しており、これを後押しし広げていくための施策が必要です。 



３．環境保全型農業：生産・消費の推進・育成・強化について 

① みどりの食料システム戦略では現在 0.7％の有機栽培面積を 2050 年までに 25％(100 万 ha)まで拡大

することをはじめ、化学農薬の 50％削減、化学肥料の 30％削減を掲げています。そして、その主要

施策となる「温室効果ガス削減」「化学農薬・化学肥料の使用量低減」「有機農業の取組拡大」「事業系

食品ロスの削減」「農業生産活動の継続を通じた多面的機能の発揮」の推進には、環境保全型農業直接

支払交付金・多面的機能支払交付金のさらなる充実によって、各施策の推進を学校給食などで地元社

会が支え、再生可能エネルギーを含め循環型地域経済を各地域の足元から構築していくことが必要で

す。まずは、主食である米の有機栽培の拡大、減農薬の取り組み推進を強化し、作る人・食べる人が

わかる取り組みを強化することが必要です。特に出口戦略と言われる消費に関しては、消費者の理解

を促進するエコカー減税の様な利用還元など、利用定着を目的とする施策を実施すべきです。 

② 有機農業面積とその担い手を飛躍的に広げるため、国内外の有機農業の実践を検証・普及し、大規模

経営体だけでなく家族農業を含む中小規模の経営体や新規就農者への支援を拡充すべきです。農林水

産省は 4 月 21 日に 2027 年度からの水田政策見直し案を自民党の農業構造転換推進委員会に示し、そ

の中で「有機農業等を支援する環境直接支払交付金は運用を見直し、同じ農地での同じ取り組みへの

補助は 5 年で終える。」としました。この機械的な期限設定は、みどりの食料システム戦略の目標達

成の桎梏となるので見直すべきです。 

③ 有機農業の拡大や、国内の農産物生産を拡大していくのに不可欠なのが「種子」です。4 月には「気

候変動等対応品種法案」が採択されました。気候変動に伴い、新たな品種の開発は急務ではあります

が、消費者が不安に思う技術を使った品種改良や種子を独占するようなことがないよう、「公共の物」

として位置付け、管理してください。 

以上 


